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お
忘
れ
な
く　

新
一
年
生
の

就
学
時
健
康
診
断

　

来
春
、
小
学
校
に
入
学
す
る
幼
児

（
平
成
14
年
４
月
２
日
〜
同
15
年
４
月
１

日
生
ま
れ
）
を
対
象
に
、
次
の
と
お
り

就
学
時
健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す
。

実
施
日
と
会
場
と
な
る
小
学
校

1 1
月
４
日
㈫　

旭
森
小
学
校

　
　

６
日
㈭　

城
西
小
学
校

　
　

1 1
日
㈫　

城
南
小
学
校

　
　
　
　
　
　

鳥
居
本
小
学
校

　
　

13
日
㈭　

城
東
小
学
校

　
　
　
　
　
　

佐
和
山
小
学
校

　
　

　　　　　　　
　
　

城
北
小
学
校　
　

　
　

17
日
㈪　

金
城
小
学
校

　
　

　　　　
　
　

平
田
小
学
校

　
　

19
日
㈬　

稲
枝
西
小
学
校

　
　

　　　　　
　

　　　　
稲
枝
北
小
学
校

　
　

20
日
㈭　

若
葉
小
学
校

　
　

　　　
　
　

亀
山
小
学
校

　
　

21
日
㈮　

城
陽
小
学
校

　
　
　
　
　
　

稲
枝
東
小
学
校

　
　

25
日
㈫　

高
宮
小
学
校

　
　

27
日
㈭　

河
瀬
小
学
校

　
　
　
　

受
付
時
間　

い
ず
れ
も
午
後
１
時

30
分
〜
同
２
時

　

保
護
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
事
前
に

就
学
時
健
康
診
断
通
知
書
、
健
康
診

断
票
と
保
健
調
査
票
を
送
り
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
当

日
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
診
す
る
日
と
会
場
は
通

知
に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
指
定

さ
れ
た
日
に
受
診
で
き
な
い
場
合

は
、
会
場
と
な
る
小
学
校
と
、
変
更

し
て
受
診
す
る
小
学
校
に
連
絡
の

う
え
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
実
施
日
ま
で
に
通
知
書
が

届
か
な
か
っ
た
り
、
記
載
さ
れ
た
事

項
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
し
た
と
き

は
、

教
育
委
員
会
保
健
体
育
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

同
課

24-

７
９

７
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
１
９
０

番
新
た
な
国
土
利
用
計
画
の

策
定
に
向
け
た
市
民
意
識

調
査
へ
の
ご
協
力
に
つ
い
て

　

彦
根
市
で
は
平
成
12
年
度
に
、
国

土
利
用
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

長
期
に
わ
た
っ
て
、
安
定
し
た
均
衡

あ
る
土
地
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
国
や
県
の
国
土
の
利

用
に
関
す
る
計
画
や
、
彦
根
市
総
合

発
展
計
画
「
ひ
こ
ね
21
世
紀
創
造
プ

ラ
ン
」
の
基
本
構
想
に
即
し
て
、
平

成
22
年
度
を
目
標
年
次
と
し
た
「
彦

根
市
国
土
利
用
計
画
」
を
策
定
し
て

い
ま
す
。

　

新
た
な
「
彦
根
市
国
土
利
用
計
画
」

を
策
定
し
て
い
く
た
め
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、
土
地

利
用
の
現
状
や
課
題
を
踏
ま
え
て
策

定
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、「
彦
根
市
の
土
地
利
用
に

関
す
る
市
民
意
識
調
査
」
を
実
施
し

ま
す
。
市
民
意
識
調
査
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
無
作
為
に
２
、
５
０
０

人
を
抽
出
し
、
10
月
中
旬
に
調
査
票

を
送
付
し
ま
す
。
調
査
票
が
届
い
た

人
は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
30-

６

１
０
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９

８
番

ご
覧
く
だ
さ
い　

琵
琶
湖
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿

　

毎
年
９
月
１
日
現
在
で
、
本
人
の

申
請
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
を

調
製
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

◆
登
録
者
名
簿
の
縦
覧
◆

期
間　

10
月
20
日
㈪
〜
1 1
月
３
日
（月・祝）

の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
市
役
所
４
階
）、
土
・
日
曜
日
、
祝

日
は
庁
舎
西
口
宿
直
室

※
登
録
資
格　

市
内
に
住
所
か
事

業
所
が
あ
る
人
で
、
１
年
に
90
日

以
上
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を

営
む
か
、
漁
業
者
の
た
め
に
漁
船

を
使
用
し
て
水
産
動
植
物
の
採

捕
ま
た
は
養
殖
に
従
事
し
、
今
年

の
12
月
５
日
現
在
で
20
歳
以
上

の
人
な
ど
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

同
事
務
局
☎
30-

６
１
３
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３

９
８
番

証
明
用
電
気
計
器
の

有
効
期
限
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

　

証
明
用
電
気
計
器
は
、
貸
し
ビ
ル

や
ア
パ
ー
ト
な
ど
で
、
一
括
し
て
電

力
会
社
に
支
払
っ
た
電
気
料
金
を
、

各
テ
ナ
ン
ト
や
各
部
屋
の
使
用
量

に
応
じ
て
配
分
す
る
た
め
に
用
い

ら
れ
る
電
気
計
器
の
こ
と
で
す
。
子

メ
ー
タ
ー
と
も
言
い
ま
す
。

　

こ
の
証
明
用
電
気
計
器
は
、
計
量

法
で
、
検
定
、
ま
た
は
基
準
適
合
検

査
を
受
け
た
計
器
を
使
用
す
る
こ

と
や
、
有
効
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
法
律
に
適
合
し
た
計
器
を
使

用
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

日
本
電
気
計
器

検
定
所
関
西
支
社

06-

６
４

５
１-

２
３
５
５
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
06-

６
４
５
１-

２
３
５
７
番

 
10
月
は
、

労
働
保
険
適
用
促
進
月
間
で
す

　

労
働
保
険
は
、
職
場
の
皆
さ
ん

が
、
安
心
し
て
働
い
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
、
政
府
が
管
理
・
運
営
し
て

い
る
保
険
制
度
で
す
。

　

労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
は
、

業
種
や
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら

ず
、
労
働
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
加
入
手
続
き
を
故

意
に
怠
る
と
、
労
働
保
険
料
を
遡
っ

て
徴
収
さ
れ
、
追
徴
金
も
徴
収
さ
れ

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
労
働
基
準

監
督
署

22-

０
６
５
４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

０
２
４
１
番
、
彦
根
公

共
職
業
安
定
所

22-

２
５
０
０

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

５
１
８
６
番
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手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

特
別
障
害
給
付
金
制
度

　

国
民
年
金
の
任
意
加
入
期
間
に
、

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
障
害
基
礎
年
金
が
受
給
で

き
な
か
っ
た
人
に
、
特
別
障
害
給
付

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
給
付
金
の
支
給
は
、
請
求
さ
れ
た

月
の
翌
月
分
か
ら
で
す
。
該
当
す

る
人
は
、
お
早
め
に

保
険
年
金

課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
額
は
、
障
害
基
礎
年
金
の
１

級
で
月
額
５
万
円
、
２
級
で
月
額

４
万
円
で
す
。

▼
対
象
者
は
、
国
民
年
金
に
任
意
加

入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
中
に

生
じ
た
傷
病
に
よ
り
、
現
在
、
障

害
基
礎
年
金
の
１
級
ま
た
は
２

級
に
相
当
す
る
障
害
の
状
態
に

あ
る
次
の
人
で
す
。

①
昭
和
61
年
３
月
31
日
以
前
に
厚

生
年
金
保
険
、
ま
た
は
各
共
済
組

合
に
加
入
し
て
い
た
人
の
配
偶

者
で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
に
任
意

加
入
し
て
い
な
か
っ
た
人

②
平
成
３
年
３
月
31
日
以
前
に
学

生
で
あ
っ
た
人
で
、
国
民
年
金
に

任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
人

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所
年
金
給
付
課

23-

１
１

１
６
番

知
っ
て
い
ま
す
か

任
意
加
入
制
度

　

日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年
金

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
資
格
期
間
（
25
年
）
を
満

た
し
て
い
な
い
場
合
や
、
納
付
済
み

期
間
が
少
な
い
た
め
に
、
老
齢
基
礎

年
金
を
満
額
受
給
で
き
な
い
場
合

は
、
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間
に
任

意
加
入
申
し
出
を
し
て
い
た
だ
く

と
、
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料

を
納
付
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
65
歳
ま
で
納
付
し
て
も
、

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
期
間
を
満

た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
70
歳
ま
で
納

付
す
る
と
受
給
資
格
期
間
を
満
た

す
場
合
は
、
受
給
資
格
期
間
を
満
た

す
ま
で
、
特
例
的
に
任
意
加
入
申
し

出
を
す
る
と
、
国
民
年
金
に
加
入
で

き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
保
険
料
の
納

付
方
法
は
、
原
則
、
口
座
振
替
で
す
。

ま
た
、
海
外
に
住
所
の
あ
る
20
歳
以

上
65
歳
未
満
の
人
な
ど
も
任
意
加

入
申
し
出
を
す
る
と
、
国
民
年
金
に

加
入
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所 

国
民
年
金
業
務
課

23-

１
１
１
４
番

付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
と

年
金
額
が
増
え
ま
す

　

国
民
年
金
で
は
、定
額
保
険
料
（
月

額
１
４
、
４
１
０
円
）
に
、
月
額
４
０

０
円
の
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し

て
納
付
す
る
と
、
将
来
、
よ
り
多
く

の
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
を
１
年
間

（
12
か
月
）
納
め
た
場
合
、
将
来
、
年

間
２
、
４
０
０
円
（
２
０
０
円
×
12
か

月
）
の
年
金
額
を
付
加
年
金
と
し
て

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
農
業
者
年
金
の
加
入
者
は
、
希
望

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
付
加
保

険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

②
国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
は
、
付

加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所 

国
民
年
金
業
務
課

23-

１
１
１
４
番

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

年
金
加
入
記
録
が
確
認
で
き
ま
す

　

今
ま
で
社
会
保
険
事
務
所
な
ど

の
窓
口
で
な
け
れ
ば
確
認
で
き
な

か
っ
た
年
金
加
入
記
録
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
で
き
る
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の

サ
ー
ビ
ス
は
、
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド

認
証
方
式
に
よ
り
本
人
確
認
を
行

い
、
年
金
加
入
記
録
を
24
時
間
３
６

５
日
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
す
ぐ
に

情
報
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
申
請
と
発

行
お
よ
び
年
金
加
入
記
録
の
確
認

に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
社
会
保
険

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.sia.

go.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

褥
瘡
と
は
、
床
ず
れ
の
こ
と
で
す
。
高
齢
化
社
会
に
と
も
な
い
、
在

宅
で
の
介
護
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
褥
瘡
で
困
っ
て
い
る
患
者

さ
ん
や
そ
の
家
族
を
対
象
に
、
10
月
か
ら
「
褥
瘡
専
門
外
来
」
を
開
設

し
ま
し
た
。

　

褥
瘡
専
門
外
来
で
は
、
医
師
、
専
門
看
護
師
、
管
理
栄
養
士
な
ど
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
治
療
や
予
防
、
相
談
に
応
じ
ま
す
。
詳
し

く
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

外
来
診
断
日　

毎
週
水
曜
日
の
午
後
２
時
か
ら

受
付
時
間　

月
〜
金
曜
日
（
土
・
日
曜
日
・
祝

日
を
除
く
）
午
後
２
時
〜
同
５
時

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
外
来
３
ブ

ロ
ッ
ク

22-

６
０
５
０
番
（
内
線
２
３
０

２
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

０
７
５
４
番

ご
存
知
で
す
か　

国
民
年
金
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
と
取
り
組
み

彦
根
市
立
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ


